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テレワーク勤務に関する取扱基準 

 

この取扱基準は、就業規則第 39条及び有期契約社員就業規則第 33条に規定するテレワ

ークについて規定する。 

 

第１条 テレワークの目的 

テレワークを導入することで、事業運営の効率的な運営を行うことを目的とする。ま

た、災害時や法定伝染病等の感染予防のため、安全配慮の観点から、従業員・関係者の

生命、安全、健康を確保するとともに、社内の資産と環境を保護し、事業継続性を確保

することを目的とする。 

 

第２条 テレワーク勤務の定義 

テレワーク勤務の定義は、情報通信機器を用いて、場所や時間を有効活用できる柔軟

な働き方である。テレワークの形態は、以下のとおりとする。なお、個人情報及び機密

情報の漏洩を防ぐため、公共施設やカフェ等の不特定多数の人物が行き来する場所に

おける勤務は認めない。 

（１）在宅勤務 

労働時間の全部または一部について、会社に届け出している社員の自宅および自宅

に準ずる場所において行う情報通信機器を利用した勤務をいう。なお、在宅勤務を

行う場所は、必ず会社に届け出するものとする。 

（２）サテライトオフィス 

労働時間の全部または一部について、所属事業所外のオフィス、または会社が契約

している他会社所有の共用施設において行う情報通信機器を利用した勤務をいう。 

 

第３条 テレワーク勤務の対象者 

テレワーク勤務の対象者は、原則、育児・介護、従業員自身の傷病等により、出勤が

困難と認められる者を含む次の各号の条件を全て満たしたものとする。 

（１）テレワーク勤務を希望する者 

（２）自宅の執務環境、セキュリティ環境、家族の理解のいずれも適正と認められる者 

（３）自宅での業務が円滑に遂行または完遂できると認められる者 

 

第４条 テレワーク勤務の許可 

テレワークを希望する者は、テレワーク実施予定日の前日までに所管部署の管理職

から許可を得なければならない。なお、変更が発生する場合、その都度事前に所属部署

の管理職から承認を得るものとする。 

２ 会社は、業務上その他の事由により、前項によるテレワーク勤務の許可を取り消すこ
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とがある。  

 

第５条 テレワーク勤務の実施期間・日数 

テレワーク勤務の実施期間は原則、３か月間を上限とする。ただし、やむを得ない事

由により会社が認めた場合は、この限りではない。 

 ２ テレワーク勤務の日数は、原則週 5 日、所定労働時間を上限とし、終日を上限とす

る。なお、1 日のうち、所定労働時間の一部の時間についてテレワークを行う場合は、

回数を問わない。 

 

第６条 テレワーク勤務時の服務規律 

    テレワーク勤務に従事する者（以下「テレワーク勤務者」という。）は、就業規則

第３章「服務規律」及び有期契約社員就業規則第３章「服務規律」並びにその他会社

が定めた各種規則・規定のほか、次に定める事項を遵守しなければならない。 

（１） テレワーク勤務の際に所定の手続きに従って持ち出した会社の情報及び作成した

成果物を第三者が閲覧、コピー等しないよう最大の注意を払うこと。 

（２） テレワーク勤務中は業務に専念すること。 

（３） 第 1 号に定める情報及び成果物は紛失、毀損しないように丁寧に取り扱い、会社

が定めた方法で保管・管理しなければならないこと。 

（４） テレワーク勤務は、第 2 条に定めた形態とし、会社が指定した場所以外で業務を

行ってはならない。 

 

第７条 テレワーク勤務時の労働時間等 

テレワーク勤務時の労働時間・休憩時間・時間外勤務・深夜勤務・休日勤務は、原則、

就業規則第 39 条及び有期契約社員就業規則第 36 条に規定する時間とする。ただし、

テレワーク勤務者の労働時間について、育児・介護・その他の事由により労働時間・休

憩時間を変更する場合は次のように取り扱う。 

（１） 始業時刻を、事由に要する時間分繰り上げして業務を開始する。 

（２） 終業時刻を、事由に要する時間分繰り下げして業務を終了する。 

（３） 事由に要する時間分を、所定の休憩時間とは別に休憩時間とする。 

 ２ テレワーク勤務者に対して、所属部署の管理職が具体的な業務のために急遽至急の

出社等を求めたような場合は、当該移動時間は労働時間にあたる。 

 

第８条 テレワーク勤務時の管理 

   テレワーク勤務者は、テレワーク勤務実施にあたり、次に定める方法にて勤務管理を

行うものとする。 

（１）予定表管理 
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テレワーク勤務者は、テレワーク勤務実施日の予定を、事前に会社が指定する予定

表管理ツール等に登録し、勤務状況がわかるよう努める。 

（２）勤務管理 

テレワーク勤務者は、勤務の開始及び終了について会社が指定する方法で報告し

なければならない。 

（３）業務報告 

テレワーク勤務者は、定期的又は必要に応じて会社が指定する方法で業務報告し

なければならない。 

（４）連絡体制 

テレワーク勤務者は、テレワーク勤務時の就労時間中は会社が貸与する情報通信

機器等により速やかに連絡対応できる状態にあるよう努める。 

（５）欠勤時の連絡 

テレワーク勤務者は、テレワーク勤務を行うと決定した日にやむを得ず休暇を取

る場合には、始業予定時刻までに会社が指定する方法で連絡しなければならない。

また、テレワーク勤務時間中に勤務を中断または中止する場合は、速やかに申し出

て許可を得なくてはならない。 

 

第９条 テレワーク勤務機器の会社貸与・使用 

会社は、テレワーク勤務予定者の事前申請により、必要な情報通信機器を貸与する。

なお、事前申請はテレワーク実施予定日の前日までに会社が定めた情報機器社外持出

申請（スポット or年単位）の許可を得なければならない。 

 ２ その他、テレワーク勤務に必要な通信ネットワークや機材・備品（机、椅子等）は、

テレワーク勤務者自ら用意し、テレワーク実施環境に適合できるよう努めるものとす

る。 

 ３ 貸与された情報通信機器に会社の許可を受けずにソフトウェアをインストールして

はならない。 

 

第 10条 テレワーク勤務時の費用負担 

テレワーク勤務に伴い発生する水道光熱費、通信費（会社が貸与する携帯電話、モバ

イル wifi、タブレット PC等の通信費は除く）は、社員本人が負担するものとする。 

２ 業務に必要な郵送費、事務用品費、消耗品費、その他会社が認めた費用は会社負担と

する。 

３ テレワーク勤務時に会社の指示により発生した移動の際の交通費は、通勤交通費を

支給されている場合、会社に申請した通勤交通費の範囲外の場合のみ、別途交通費を支

給する。 

４ テレワーク勤務の日数が連続して１ヶ月以上となった場合は、通勤交通費の支給を
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一時停止する。 

 

第 11条 テレワーク勤務時の給与・評価 

テレワーク勤務時においても、当該取扱基準に定める以外の事項については、給与、

評価方法等も含め、通常の勤務時と同様に就業規則に則って扱われる。 

 

第 12条 テレワーク勤務時のトラブル対応 

事故・トラブル発生時には、速やかに管理者に連絡することとする。業務が原因で生

じた災害は労災の対象とする。ただし、自宅における私的行為が原因の場合は労災対象

外とする。 

２ テレワーク勤務者は、会社貸与機器の紛失や盗難に合った場合、速やかに管理者及び

情報システム室に連絡し、会社が定めた方法により事故報告書または紛失事故報告書

を提出するものとする。 

３ テレワーク勤務者は、会社貸与機器に不具合が生じた場合、情報システム室に問い合

わせることとする。ただし自宅のネットワーク環境の不具合については各自で対応す

ることとする。早急な復旧が見込めず業務に影響がある場合には、速やかに管理者及び

情報システム室に連絡をし、業務上の対応について相談するものとする。 

 

第13条 教育訓練 

会社は、テレワーク勤務者に対して、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を

図るため、必要な教育訓練を行う。 

２ テレワーク勤務者は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の

事由がない限り、指示された教育訓練を受けなければならない。 

 

第 14条 災害補償 

在宅勤務者が自宅での業務中に災害に遭ったときは、就業規則第 10 章「災害補償」

及び有期契約社員就業規則第 10章「災害補償」の定めによるところによる。 

 

第 15条 安全衛生 

会社は、テレワーク勤務者の安全衛生の確保及び改善を図るために必要な措置を

講ずる。 

２ テレワーク勤務者は、安全衛生に関する法令等を遵守し、会社と協力して労働災害

の防止に努めなければならない。 
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本取扱基準は 2020年 8月１日より施行する。 


